
里親による子育て短期支援事業の流れ（昭和町）

・ショートステイ里親の登録や選定
・里親、利用者の各種調整
・保険の加入手続き
・委託料の支払い手続き

里親
里親

里親

① 利用申請

※必要に応じて
送迎場所の調整

⑧ ステイ実施

昭和町
こども家庭センター

②
依
頼

③ 打診・日程調整等

④受託可否の連絡

⑤
受
託
可
否
の
報
告

⑥利用決定

⑦
送
迎

※初回は見学等を事前に実施

⑨報告・請求書の提出

⑩
報
告
書
の
提
出

請
求
書
の
提
出

⑪ 利用料・経費の請求

⑫ 支払い

⑬ 委託料の支払手続き

調整機関
社会的養育機関エール

利用者

※利用料の請求は、
利用者負担がある場合
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